
議  第  ９号   

令和３年２月２５日提出   

 

熊本市立学校施設使用条例施行規則の一部改正について 

 

熊本市立学校施設使用条例施行規則の一部を次のように改正したいので、議決を求

める。 

 

  熊本市教育長 遠 藤 洋 路   

 

熊本市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則 

 

熊本市立学校施設使用条例施行規則（平成１４年教育委員会規則第９号）の一部を

次のように改正する。 

 

別表第１体育館の部小学校の項中「・富合小学校」を削り、同表体育館 運動場の

部小学校の項中「長嶺小学校」の次に「・富合小学校」を加える。 

 

附 則 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市立学校施設使用

条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改

正後の熊本市立学校施設使用条例施行規則の相当規定に基づきなされたものとみな

す。 

 

（提出理由） 

利用者の使用実態に合わせ、学校の事務処理軽減を図るため、熊本市教育委員会

教育長事務委任等規則（昭和２７年教育委員会規則第６号）第１条第８号の規定に

基づき、議決を求めるものである。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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熊本市立学校施設使用条例施行規則（平成１４年教育委員会規則第９号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

○熊本市立学校施設使用条例施行規則〔教育政策課〕 ○熊本市立学校施設使用条例施行規則〔教育政策課〕 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

開放設

備名 

  夜間開放学校施設名 

体育館 小学校 壺川小学校・碩台小学校・白川小学校・城東小学校・慶徳小学

校・一新小学校・五福小学校・向山小学校・黒髪小学校・大江

小学校・本荘小学校・春竹小学校・古町小学校・池田小学校・

出水小学校・白坪小学校・砂取小学校・健軍小学校・高橋小学

校・託麻原小学校・秋津小学校・泉ヶ丘小学校・小島小学校・

帯山小学校・中島小学校・白山小学校・若葉小学校・楠小学校・

託麻東小学校・麻生田小学校・武蔵小学校・帯山西小学校・出

水南小学校・楡木小学校・川上小学校・西里小学校・北部東小

学校・芳野小学校・飽田東小学校・飽田南小学校・飽田西小学

校・中緑小学校・銭塘小学校・奥古閑小学校・川口小学校・日

吉東小学校・桜木東小学校・杉上小学校・隈庄小学校・豊田小

学校・植木小学校・山本小学校・田原小学校・菱形小学校・桜

井小学校・山東小学校・吉松小学校・田迎西小学校・力合西小

学校・龍田西小学校 

中学校 東部中学校・西原中学校・清水中学校・井芹中学校・飽田中学

校 

体育館 

運動場 

小学校 春日小学校・城西小学校・花園小学校・画図小学校・清水小学

校・日吉小学校・川尻小学校・力合小学校・御幸小学校・田迎

小学校・池上小学校・城山小学校・龍田小学校・城北小学校・

尾ノ上小学校・西原小学校・高平台小学校・託麻西小学校・託

開放設

備名 

  夜間開放学校施設名 

体育館 小学校 壺川小学校・碩台小学校・白川小学校・城東小学校・慶徳小学

校・一新小学校・五福小学校・向山小学校・黒髪小学校・大江

小学校・本荘小学校・春竹小学校・古町小学校・池田小学校・

出水小学校・白坪小学校・砂取小学校・健軍小学校・高橋小学

校・託麻原小学校・秋津小学校・泉ヶ丘小学校・小島小学校・

帯山小学校・中島小学校・白山小学校・若葉小学校・楠小学校・

託麻東小学校・麻生田小学校・武蔵小学校・帯山西小学校・出

水南小学校・楡木小学校・川上小学校・西里小学校・北部東小

学校・芳野小学校・飽田東小学校・飽田南小学校・飽田西小学

校・中緑小学校・銭塘小学校・奥古閑小学校・川口小学校・日

吉東小学校・桜木東小学校・富合小学校・杉上小学校・隈庄小

学校・豊田小学校・植木小学校・山本小学校・田原小学校・菱

形小学校・桜井小学校・山東小学校・吉松小学校・田迎西小学

校・力合西小学校・龍田西小学校 

中学校 東部中学校・西原中学校・清水中学校・井芹中学校・飽田中学

校 

体育館 

運動場 

小学校 春日小学校・城西小学校・花園小学校・画図小学校・清水小学

校・日吉小学校・川尻小学校・力合小学校・御幸小学校・田迎

小学校・池上小学校・城山小学校・龍田小学校・城北小学校・

尾ノ上小学校・西原小学校・高平台小学校・託麻西小学校・託
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麻北小学校・桜木小学校・東町小学校・月出小学校・健軍東小

学校・城南小学校・田迎南小学校・弓削小学校・託麻南小学校・

山ノ内小学校・河内小学校・長嶺小学校・富合小学校・田底小

学校 

中学校 出水中学校・白川中学校・藤園中学校・城西中学校・錦ヶ丘中

学校・二岡中学校・楠中学校・武蔵中学校・東町中学校・出水

南中学校・芳野中学校 
 

麻北小学校・桜木小学校・東町小学校・月出小学校・健軍東小

学校・城南小学校・田迎南小学校・弓削小学校・託麻南小学校・

山ノ内小学校・河内小学校・長嶺小学校・田底小学校 

中学校 出水中学校・白川中学校・藤園中学校・城西中学校・錦ヶ丘中

学校・二岡中学校・楠中学校・武蔵中学校・東町中学校・出水

南中学校・芳野中学校 
 

 

附 則（令和３年２月  日教委規則第 号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市立学校施設使用条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則によ

る改正後の熊本市立学校施設使用条例施行規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。 
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